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立地適正化計画について

■立地適正化計画とは
人口の急激な減少と高齢化が進展する中にあっても、高齢者をはじめとする住民が安心して便

利に暮らせるよう、医療・福祉施設、商業施設や住居などがまとまって立地し、公共交通により

これらの生活利便施設などにアクセスできるなど、コンパクト・プラス・ネットワークの考えに

基づき、持続可能なまちづくりを目的とした計画です。

さらに、2020年（令和２年）の法改正により

｢防災指針｣を記載することが必要になりました。

立地適正化計画には以下の区域を設定します。

■立地適正化計画策定の背景・目的

本市においても将来的な人口減少による人口密度の低下や、高齢化の進展が懸念されるため、

立地適正化計画を策定することとし、市街地の人口密度の維持や拠点への都市機能の集積を図る

とともに、公共交通ネットワークを活かした利便性を確保していくことで、暮らしやすい持続可

能なまちづくりを目的とします。加えて、近年の全国各地で頻発・激甚化する自然災害に対応す

るため、防災指針を定め、居住誘導区域や都市機能誘導区域に居住や都市機能の誘導を図る上で

必要となる都市の防災に関する機能の確保を図ります。

【対象区域】
本計画は、都市再生特別措置法（以下

「法」といいます。）第81条に都市計画区域
内の区域について作成することができると規
定されていることから、都市計画区域全域
（＝市域全域）を対象とします。

【計画期間】
本計画については、概ね20年後の都市の姿

を展望しつつ、「一宮市都市計画マスタープ
ラン」との整合をとり、2019年(令和元年)～
2040年(令和22年)を計画期間とします。

資料：国土交通省「改正都市再生特別措置法等について」
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都市機能誘導区域
医療･福祉･商業などの都市機能を都

市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約
することにより、これらの各種サービ
スの効率的な提供を図る区域

居住誘導区域
人口減少の中にあっても一定エリア

において人口密度を維持することによ
り、生活サービスやコミュニティが持
続的に確保されるよう、居住を誘導す
る区域

対象区域

市街化区域

(都市機能誘導区域及び

居住誘導区域は市街化区域のみ)
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国勢調査 社人研（平成30年推計）

都市構造上の課題に対する分析・整理
■人 口
【現状及び今後の見通し】

○今後本市の総人口は減少傾向に転じ、それに

伴い人口密度も低下する見込みです。

○将来の高齢化率は大きく上昇し、市内の大半

の地域で30％を超える見込みです。

○進学・就職に伴うとみられる転出が多い一方

で、子育て世代は転入超過の傾向にあります。

■人口推移と将来人口推計

資料：国勢調査、
国立社会保障･人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(2018年(平成30年)推計)」

注）国勢調査の総人口は年齢不詳を含む(高齢化率は年齢不詳を除いた人口に対する割合を示す)

○子育て世代のニーズに合った生活環境づくりを
進め、社会増による年少人口及び生産年齢人口
の増加を図る必要があります。

○今後も増加傾向が続く高齢者にとっても暮らし
やすい環境づくりを進めることが必要です。

課課題題１１：：
子子育育てて世世代代・・高高齢齢者者ニニーーズズにに合合っったた環環境境づづくくりり

■年少人口率

2020年(R2)

2040年(R22)

■高齢化率

2020年(R2)

2040年(R22)

■土地利用
【現状及び今後の見通し】

○市内全域、特に市街化調整区域での宅地化が

進行しています。また、面的に整備された宅

地開発は市中心部及び市南部で多い状況です。

○空き家の発生など、都市のスポンジ化の進行

が懸念されます。

課課題題２２：：人人口口のの集集約約にによよるる地地域域ココミミュュニニテティィのの維維持持

○市内全域に広がっている宅地は利便性の高い土地に居
住を誘導し、空き家、空き地の利活用を図ることによ
り都市のスポンジ化を抑制する必要があります。

❷

資料：国勢調査、国立社会保障･人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(2018年(平成30年)推計)」

一宮駅周辺は市街化区
域の中でも高齢化率が
高い地域



■公共交通

○公共交通沿線での人口密度の維持に向けた居住誘導を
進めるとともに、将来的な人口動向に伴う需要の変化
も見込みながら、公共交通の維持･充実を検討すること
が必要です。

課課題題３３：：公公共共交交通通ネネッットトワワーーククのの維維持持・・充充実実
【現状及び今後の見通し】

○人口密度の低下により将来的に基幹的公共交通

の存続が困難になるおそれがあります。

○人口増加が見込まれる市南部では公共交通への

需要が高まる見込みです。

○市民は、将来的な公共交通サービスの低下を不

安視しています。

■都市機能
【現状及び今後の見通し】

○ほとんどの地域で将来的な人口減少が予測され

ることから、人口密度の低下により施設の維持

が困難になり、市民の生活利便性の低下が懸念

されます。

○人口密度の維持とともに都市機能の集積により、日常
生活サービスを維持していくことが必要です。

○特に高齢化や少子化などの人口動向に伴い需要に変化
が見込まれる施設では、拠点などへの集約により利便
性を確保していくことが必要です。

課課題題４４：：都都市市機機能能のの維維持持・・誘誘導導にによよるる利利便便性性のの確確保保

■商業施設
カバー圏域

資料：国勢調査、ｉタウンページ(ﾃﾞﾊﾟｰﾄ､ｽｰﾊﾟｰ､ｺﾝﾋﾞﾆに分類されているもの
2023年（令和５年）４月時点）

■医療施設
カバー圏域

資料：国勢調査、地域医療情報システム(病院、一般診療所に分類されているもの
2022年（令和４年）11月時点）

■高齢者施設
カバー圏域

■子育て関連施設
カバー圏域

資料：国勢調査、愛知県高齢福祉課資料（2023年（令和５年）５月時点） 資料：国勢調査、国土数値情報など（2023年（令和５年）５月時点）

■災 害
【現状及び今後の見通し】

○理論上最大モデルの地震の想定では、市東部を除い

た広範囲で液状化の危険度が高い予想となっています。

○市街化区域を含む市域全域で浸水のおそれがあります。

■財 政
【現状及び今後の見通し】

○生産年齢人口の減少や高齢者の増加に伴い、

財政状況の逼迫が懸念されます。

○公共施設の維持管理費は年々増加する見込みです。

○これまでの災害実績や今後想定される大規模地震
や浸水などを考慮した都市機能や居住の誘導が必
要です。

課課題題５５：：災災害害ななどどにに対対すするる安安全全・・安安心心のの確確保保

○限られた財源の中で計画的にインフラの維持更新
や新規整備を行うとともに、公共施設の統廃合を
図るなど効率的に都市運営を行うことが必要です。

課課題題６６：：効効率率的的なな都都市市運運営営

❸



居居住住誘誘導導区区域域のの施施策策・・誘誘導導方方針針

○人口減少下においても一定の人口密度を維持し、生活サービスや地域コミュニティの持続性を確

保していくために、中心市街地の利便性の高い住宅地から郊外部のゆとりある住宅地まで、子育

て世代や高齢者の多様なニーズに対応できる居住環境の形成を図ります。

○生活サービス機能が集積する都市機能誘導区域及びその周辺、公共交通沿線などの利便性の高い

地域に居住を誘導し、子育て世代や高齢者の暮らしやすさに配慮した徒歩又は公共交通で移動

が可能な、歩いて暮らせるまちづくりを目指します。

○子育て世代のニーズに合った生活環境づくり
を進め、社会増による年少人口及び生産年齢
人口の増加を図る必要があります。

○今後も増加傾向が続く高齢者にとっても暮ら
しやすい環境づくりを進めることが必要です。

課課題題１１：：
子子育育てて世世代代・・高高齢齢者者ニニーーズズにに合合っったた環環境境づづくくりり

立地適正化計画に関する基本的な方針

■まちづくりの方針（ターゲット）

立立地地適適正正化化計計画画ににおおいいてて注注力力すすべべきき課課題題 上上位位関関連連計計画画のの位位置置づづけけ

課課題題３３：：
公公共共交交通通ネネッットトワワーーククのの維維持持・・充充実実

○公共交通沿線での人口密度の維持に向けた居
住誘導を進めるとともに、将来的な人口動向
に伴う需要の変化も見込みながら、公共交通
の維持･充実を検討することが必要です。

第第７７次次一一宮宮市市総総合合計計画画

■■ＰＰｌｌａａｎｎ１１：：健健ややかかににいいききるる
・施策２：安安心心ししてて子子育育ててががででききるる環環境境をつくり

ます
・施策４：高高齢齢者者がが安安心心ししてていいききいいききとと暮暮ららせせるる

よう支援します

■■目目標標１１：：
「「若若いい世世代代のの希希望望ををかかななええ、、充充実実ししたた子子育育てて環環
境境とと子子どどももがが健健ややかかにに学学べべるるままちち」」ををつつくくるる

・出会いから結婚･妊娠･出産･子育てまでのトー
タル支援により若い世代の希望をかなえ、安安心心
ししてて子子どどももをを生生みみ育育ててらられれるる環環境境を創出する

・安心して子どもを預けられる環境整備と子育て
世代の経済的負担軽減により、子子育育ててししややすすいい
ままちちを創出する

【まちづくりの方針】

子子育育てて世世代代やや高高齢齢者者がが安安心心・・快快適適にに暮暮ららせせるるままちちづづくくりり

■課題解決のための施策・誘導方針（ストーリー）

一一宮宮市市デデジジタタルル田田園園都都市市構構想想総総合合戦戦略略

都都市市機機能能誘誘導導区区域域のの施施策策・・誘誘導導方方針針

○まちづくりの方針を具体化するために、本市の歴史的背景から生活の中心となっている拠点に都

市機能を誘導を図り、その中でも、市域の中で核となる拠点については、その地域にふさわしい

高次的な都市機能の誘導を図ります。

○誘導する都市機能は、介護福祉機能や子育て機能、商業機能、医療機能について機能強化を図り、

子育て世代や高齢者ニーズに合った利便性の維持・向上を目指します。

❹



都市機能誘導区域について

■都市機能誘導区域とは・・・
都市機能誘導区域とは、医療・福祉・商業などの都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約

することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域のことです。

都市機能誘導区域の設定においては、市街化区域の中でさらに居住を誘導する居住誘導区域の中に定

める必要があり、あわせて、各都市機能誘導区域に誘導する誘導施設(機能)を定める必要があります。

また、誘導施設の立地を誘導するための施策により誘導施設の誘導を推進します。

■都市機能誘導区域の設定の考え方
誘導方針に基づき、【都市拠点】【副次的都市拠点】

及び【地域生活拠点(市街化区域内)】に都市機能誘
導区域を設定します。

都市拠点

副次的都市拠点

地域生活拠点 (市街化区域 )

地域生活拠点 (市街化調整区域)

一宮駅周辺都市拠点

尾西庁舎周辺
木曽川駅周辺

副次的都市拠点

丹陽町出張所
大和町出張所
今伊勢町出張所
奥町出張所

市街化区域

地
域
生
活
拠
点

葉栗出張所
西成出張所
浅井町出張所
北方町出張所
萩原町出張所
千秋町出張所
尾西南部公民館

市街化調整区域

《 拠 点 》

■都市機能誘導施設の設定の考え方
誘導方針を踏まえ、子育て世代や高齢者の利便性向上を図るため、【介護福祉機能】【子育て機能】

【商業機能】【医療機能】を誘導する機能とします。各拠点の性質及び拠点周辺に現在立地する施設の

状況を勘案し、誘導区域毎に誘導･維持する施設を設定します。

市全域や各種計画において設定されている現在の生活圏にそれぞれ必要な施設(保育園、一般診療所な

ど)については、市内全域にバランス良く立地することが望ましいため、誘導施設の対象としません。

健健康康増増進進施施設設（健康増進施設認定規程第２条）介介護護福福祉祉機機能能

認認定定ここどどもも園園（（公公立立をを除除くく））
（就学前の子どもに関する教育、保育などの総合的な提供の推進に関する法律第２条第６項）

子子育育てて機機能能

商商業業施施設設（（生生鮮鮮食食料料品品をを取取りり扱扱ううもものの））
（大規模小売店舗立地法第２条第２項に規定する店舗面積10,000㎡以上の施設）

商商業業施施設設（（生生鮮鮮食食料料品品をを取取りり扱扱ううもものの））
（大規模小売店舗立地法第２条第２項に規定する店舗面積3,000㎡以上10,000㎡未満の施設）

商商業業機機能能

地地域域医医療療支支援援病病院院((病病床床220000床床以以上上))（医療法第４条第１項）

病病院院((病病床床2200床床以以上上))（医療法第１条の５第１項）
医医療療機機能能

❺

都市機能
誘導区域
の対象

【誘導施設】



■誘導区域及び誘導施設

■■ 一一宮宮駅駅周周辺辺地地区区

尾尾張張地地域域のの中中核核都都市市ににふふささわわししいい都都市市機機能能のの集集積積及及びび維維持持向向上上

○尾張の顔となる拠点として、広域的な都市機能の集積を図ります。
○子育て世代や高齢者の利便性向上に向け、子育てや介護福祉、商業、医療機能を中心とした土地
の高度利用を進めるとともに、商業と居住の複合化などによるにぎわいの創出やまちなか居住を
促進します。

【区域設定の考え方】
・一宮駅を中心に、「まち･ひと･しごと創生総合戦略」において指定された中心市街地区域を基準に、広域的な

拠点である性質から広範囲に商業地域を含めて設定します(223.4ha)。

【まちづくりの方針】

公公共共交交通通のの利利便便性性をを活活かかししたたココンンパパククトトななままちちづづくくりり

○市西部及び市北部の副次的都市拠点として、尾西庁舎及び木曽川駅周辺を中心とした都市機能の
集積を図ります。

○既存の商業機能や医療機能の向上に加え、子育てや介護福祉機能の誘導を促進します。

【まちづくりの方針】

■■ 尾尾西西庁庁舎舎周周辺辺地地区区、、木木曽曽川川駅駅周周辺辺地地区区

【区域設定の考え方】
・尾西庁舎を中心にバス停を含む商業地域と既存スーパーを含む近隣商業地域を設定します(28.9ha)。
・県道名古屋一宮線とJR東海道本線に囲まれ、木曽川駅、新木曽川駅、黒田駅の鉄道駅や既存の大規模商業施
設、病院を含む区域を設定します(93.4ha)。

ににぎぎわわいいのの核核ととななるる拠拠点点形形成成をを目目指指ししたたままちちづづくくりり

○市南部における副次的都市拠点に並ぶ新たな拠点の形成のため、公共交通の充実、生活に必要な
都市機能の誘導を促進します。

【まちづくりの方針】

■■ 丹丹陽陽町町出出張張所所周周辺辺地地区区

【区域設定の考え方】
・丹陽町出張所周辺の土地区画整理事業施行区域と丹陽町出張所を含む区域を設定します(33.0ha)。

日日常常的的なな生生活活ササーービビススのの利利便便性性向向上上にに向向けけたた都都市市機機能能のの維維持持・・拡拡充充

○大和町出張所及び今伊勢町出張所及び奥町出張所を中心とした地域の核として、都市機能の集積
を図ります。

○大和町出張所周辺地区では、子育てや介護福祉・商業・医療機能の誘導を促進します。
○今伊勢町出張所及び奥町出張所周辺地区では、医療機能の向上に加え、子育てや介護福祉・商業
機能の誘導を促進します。

【まちづくりの方針】

■■ 大大和和町町出出張張所所周周辺辺地地区区、、今今伊伊勢勢町町出出張張所所周周辺辺地地区区、、奥奥町町出出張張所所周周辺辺地地区区

【区域設定の考え方】
・大和町出張所周辺の国道155号沿いの準住居地域とその南部の観音寺駅を含む第一種住居地域を設定します

(18.3ha)。
・今伊勢町出張所を含む準工業地域に区域を設定します(21.8ha)。
・奥町出張所や奥町駅を含む準工業地域に区域を設定します(19.7ha)。

❻



■都市機能誘導区域

■都市機能誘導区域ごとの誘導施設
奥町
出張所
周辺地区

今伊勢町
出張所
周辺地区

大和町
出張所
周辺地区

丹陽町
出張所
周辺地区

木曽川駅
周辺地区

尾西庁舎
周辺地区

一宮駅
周辺地区

都市機能誘導施設機能

○○◎○◎○◎健康増進施設介護福祉

○○○○○○○認定こども園(公立を除く)子育て

----◎-◎10,000㎡以上商業施設
(生鮮食料品を
取り扱うもの)

商 業

○○○○○◎◎
3,000㎡以上

10,000㎡未満

------◎地域医療支援病院(病床200床以上)

医 療

◎◎○○◎◎○病院(病床20床以上)

（◎：既存施設の維持を含む）

丹陽町出張所
周辺地区

大和町出張所
周辺地区

今伊勢町出張所
周辺地区

奥町出張所
周辺地区

尾西庁舎
周辺地区

一宮駅周辺地区

木曽川駅
周辺地区

❼



■都市機能誘導施策
立地適正化計画制度に基づく届出などの運用や国などの支援施策を活用し、誘導施設の誘導を推進し

ます。また、市が現在行っている施策に加え、今後新たに取組む施策を検討し、段階的な誘導施設の充

実を図ります。

･２人以上の地権者による敷地の共同化
（２人の場合は200㎡未満又は不整形な敷地などを含む）

事業の
要件

･幅員６ｍ以上の道路に４ｍ以上接すること
･一定規模以上の空地を確保すること
･面積が500㎡以上であること

敷地の
事業要件

･３階以上であること
･耐火建築物又は準防火建築物であること
･一定のバリアフリー要件を満たしていること
･容積率400％を超えること
･建築物が接する道路のうち、最も幅員の広い道路に
面する１階の過半には商業･業務機能を有すること

建物の
事業要件

対象地区の
要件

《優良建築物等整備事業の概要》

■都市機能誘導施設の届出制度について
届出制度とは、法第108条の規定に基づき、誘導施設の整備の動きを市が把握し、今後の取り組みに活

用するために行うものです。

詳しい内容については「一宮市立地適正化計画 届出の手引き」をご覧ください。

【都市機能誘導区域外において届出の対象となる行為】

○誘誘導導施施設設をを有有すするる建建築築物物のの建建築築目目的的のの開開発発行行為為を行おうとする場合開開発発行行為為

○誘誘導導施施設設をを有有すするる建建築築物物をを新新築築しようとする場合
○建建築築物物をを改改築築しし、、誘誘導導施施設設をを有有すするる建建築築物物とする場合
○建建築築物物のの用用途途をを変変更更しし、、誘誘導導施施設設をを有有すするる建建築築物物とする場合

建建築築行行為為

【都市機能誘導区域内において届出の対象となる行為】

○誘誘導導施施設設をを休休止止しし、、又又はは廃廃止止しようとする場合休休止止･･廃廃止止

❽

届出対象区域

都市機能誘導施設機 能 都市機能誘導区域
市 内
区域外 奥町出張所

周辺地区
今伊勢町出張所

周辺地区
大和町出張所
周辺地区

丹陽町出張所
周辺地区

木曽川駅
周辺地区

尾西庁舎
周辺地区

一宮駅
周辺地区

－－－－－－－－－－－－－－○○健康増進施設介護福祉

－－－－－－－－－－－－－－○○認定こども園(公立を除く)子育て

○○○○○○○○－－○○－－○○10,000㎡以上商業施設
(生鮮食料品を
取り扱うもの)

商 業

－－－－－－－－－－－－－－○○
3,000㎡以上
10,000㎡未満

○○○○○○○○○○○○－－○○地域医療支援病院(病床200床以上)
医 療

－－－－－－－－－－－－－－○○病院(病床20床以上)

【都市機能誘導施設と届出対象となる区域】 （○：届出必要、－：届出不要）

注)都市機能誘導区域内において、誘導施設を休止又は廃止しようとする場合は、全ての施設及び区域で届出を行っていただく必要があります。

★★国国ななどどがが直直接接行行うう施施策策
• 税制上の特例：誘導施設に対する税制上の

特例措置
• 金融上の特例：民間都市開発推進機構による
• 支援措置

★★国国のの支支援援をを受受けけてて行行うう施施策策
• 社会資本整備総合交付金の活用
• 都市機能立地支援事業の活用

★★本本市市がが独独自自にに行行うう施施策策
• 市街地再開発事業及び優良建築物等整備事業

（一宮駅周辺地区地区計画の区域）
• 土地区画整理事業（丹陽町外崎地区）
• 共同化に対する優良建築物等整備事業補助による
公的支援

• 特定用途における容積率・用途制限の緩和の検討
• 都市機能誘導区域内の空き家空き店舗を、都市機
能誘導施設に利活用した場合におけるインセンテ
ィブの付与の検討

• 地下駐車場と地上部の一体整備によるまちなかの
にぎわい創出に向けた利活用の検討（一宮駅東地
下駐車場・銀座通公共駐車場）



❾

居住誘導区域について

■居住誘導区域とは・・・
人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコ

ミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域のことで、市街化区域を対象に設定され

ます。

■居住誘導区域の設定の考え方
誘導方針に基づき、子育て世代や高齢者ニーズに合った利便性の維持・向上に向けた人口集積や基幹

的公共交通のサービスレベルの低下防止、既存ストックの有効活用に向け、居住誘導区域を設定します。
また、良好な居住環境を確保するため、工業系土地利用としての活用を促進すべき区域については、

居住誘導区域から除外します。

【【居居住住誘誘導導区区域域にに含含めめなないい区区域域】】【【居居住住誘誘導導区区域域にに含含むむ区区域域】】

• 工業専用地域
• 工業地域及び準工業地域のうち工業的土地利用

の割合が高い地域（工業地）

• 都市機能誘導区域
• 都市機能誘導区域の徒歩圏
(鉄道駅又は市役所･出張所から800m圏域)

• 基幹的公共交通などを利用可能な徒歩圏
(鉄道駅800m圏域、バス停500m圏域)

• 土地区画整理事業区域

※最終的な居住誘導区域界の設定においては、上記の範囲を目安とし、地形・地物や用途地域の指定状況など地域の一体性を
考慮した区域の設定を行います。

■居住誘導区域

総面積：3,171.5ha(市街化区域に占める割合：83.4％)



居住誘導区域の施策・誘導方針に基づき、子育て世代や高齢者が安心・快適に暮らせる居住環境の形

成を図ります。

◆市街地再開発事業及び優良建築物等整備事業(一宮駅周辺地区地区計画の区域)

◆共同化に対する優良建築物等整備事業補助による公的支援

◆土地区画整理事業（外崎地区）

◆居住誘導区域内の空き家などへの入居に伴うインセンティブの検討

◆居住誘導区域外から区域内への住み替えに伴うインセンティブの検討

◆公共交通の充実に向けた取組の検討

❿

■居住誘導施策

■届出制度について
法第88条第1項の規定により、届出制度を運用します。

居居住住誘誘導導区区域域外外で以下の行為に着手しようとする場合、その30日前までに市長への届出が必要となり

ます。

・・３３戸戸以以上上のの住住宅宅のの建建築築をを目目的的ととすするる開開発発行行為為①①居居住住誘誘導導区区域域外外
ににおおけけるる開開発発行行為為

３戸の開発行為例：届届出出必必要要

・・１１戸戸又又はは２２戸戸のの住住宅宅のの建建築築をを目目的的ととすするる開開発発行行為為でで、、規規模模がが11,,000000㎡㎡以以上上ののもものの

1,300㎡
１戸の開発行為

例：届届出出必必要要

800㎡
２戸の開発行為

例：届届出出不不要要

・・３３戸戸以以上上のの住住宅宅をを新新築築ししよよううととすするる場場合合②②居居住住誘誘導導区区域域外外
ににおおけけるる建建築築行行為為

３戸の建築行為例：届届出出必必要要

１戸の建築行為例：届届出出不不要要

・・建建築築物物をを改改築築しし、、又又はは建建築築物物のの用用途途をを変変更更ししてて３３戸戸以以上上のの住住宅宅ととすするる場場合合

・・①①、、②②のの届届出出内内容容をを変変更更すするる場場合合③③届届出出内内容容のの変変更更

開発行為：建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう(都市計画法第４条第12項)

資料：国土交通省「改正都市再生特別措置法等について」

なお、居住誘導区域内における住宅等の開発行為等は届出の対象になりません。また、居住誘導区域

外における住宅等の開発行為等であっても、「仮設のもの」「非常災害のための応急措置」「都市計画

事業となるもの」などは、届出の対象になりません。

• 居住誘導区域内における住宅等の開発行為等
• 住宅等で仮設のもの又は農林漁業を営む者の居住の用に供するものの建築の用に供する目
的で行う開発行為

• 上記の住宅等の新築
• 建築物を改築し、又はその用途を変更して上記の住宅等とする行為
• 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
• 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為

届届出出のの対対象象とと
ななららなないい行行為為

資料：国土交通省「改正都市再生特別措置法等について」



⓫

防災指針について

■防災指針とは・・・
防災指針は、居住や都市機能の誘導を図る上で必要となる都市の防災に関する機能の確保を図るため

の指針であり、この指針に基づく具体的な取組とあわせて立地適正化計画に定めるものです。

本市における防災指針は、現行の居住誘導区域における災害リスクを分析し、防災まちづくりの方針

や具体的な取組を定めます。

■本市で想定される災害ハザード

■災害リスク分析

種別 災害ハザード 都市情報 分析内容

洪水
【計画規模・想定最大規模】
浸水想定区域（木曽川）・浸水予想図

内水 浸水区域 × ＝

高潮
【室戸台風規模・堤防等決壊あり】
浸水想定区域

・人口分布
・高齢者分布
・要配慮者利用施設分布

・災害が発生した際に影
　響が懸念される人口規
　模及び要配慮者利用施
　設を確認

種別 災害ハザード 都市情報 分析内容

【計画規模・想定最大規模】
浸水想定区域（木曽川）・浸水予想図

【想定最大規模】
家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流・河岸
浸食）

【想定最大規模】
浸水継続時間

× ＝

内水 浸水区域

高潮
【室戸台風規模・堤防等決壊あり】
浸水想定区域
浸水継続時間

地震 震度

液状化液状化危険度

洪水

・住宅分布
・指定緊急避難場所
・緊急避難場所

・垂直避難が困難な住宅
　の分布を確認
・建物への被害が懸念さ
　れる住宅の分布を確認
・長期の避難生活が必要
　となる浸水継続時間が
　長期間の住宅分布を確
　認
・指定緊急避難場所及び
　緊急避難場所への水平
　避難が困難な地域の有
　無を確認

①災害の影響の大きさの視点

ハザード情報規模種別

・浸水深計画規模洪水
・木曽川
・日光川流域
・新川流域
・郷瀬川流域

・浸水深
・浸水継続時間
・家屋倒壊等氾濫想定区域

想定最大規模

・各降雨規模ごとの浸水区域多段階の降雨規模

・浸水区域浸水実績内水

・浸水深破堤した場合ため池

・浸水深
・浸水継続時間

室戸台風規模・堤防等決壊あり高潮

・該当なし該当なし津波

・震度理論上最大モデル地震

・液状化危険度理論上最大モデル液状化

本市においては洪水や高潮、地震、液状化により市域の広い範囲に被害が及び、多く市民などへの影

響が懸念されるため、避難行動をとることが重要になると考えられます。

特に、想定最大規模による木曽川の浸水想定区域は、２階への垂直避難が困難となる浸水深3.0ｍ以

上の地域がひろがっており、事前の水平避難が必要になります。また、床上浸水の目安となる浸水深

0.5ｍ以上が想定される地域が居住誘導区域内においてもみられるため、住宅や建物への被害が懸念さ

れることから、浸水対策も必要となります。

②避難行動の必要性の視点

■浸水深と人的被害リスクのイメージ

注）ため池（入鹿池）の浸水リスクについては、想定される大規模地震に対して堤体の耐震性能を満たしていることが示されているため、分析から除外



■防災上の課題の整理

課課題題①①市市全全域域ででのの浸浸水水へへののハハーードド・・ソソフフトト対対策策にによよるる
総総合合的的なな対対応応

・・広広域域的的なな市市内内外外ででのの避避難難
・・自自力力ででのの避避難難がが困困難難なな高高齢齢
者者やや要要配配慮慮者者ななどどのの早早期期のの
確確実実なな避避難難行行動動

・・計計画画規規模模のの洪洪水水にに対対すするる、、
河河川川整整備備やや排排水水対対策策ななどどのの
推推進進にによよりり浸浸水水のの低低減減

取取組組のの方方向向性性

・木曽川の想定最大規模の洪
水により市域全域の浸水が
懸念

・木曽川の計画規模の洪水に
より市西部の一部が3.0ｍ
以上が浸水

・避難場所、避難所の500ｍ
圏域から外れている地域が
ある

現現状状

洪水浸水深（計画規模・木曽川）

洪水浸水深（想定最大規模・木曽川）

課課題題②②被被害害がが長長期期化化すするる地地域域へへのの対対応応

・・浸浸水水がが長長期期間間継継続続すするる地地域域
でではは浸浸水水がが想想定定さされれなないい区区
域域ななどどへへのの事事前前のの水水平平避避難難

・・事事前前のの避避難難ががででききなないい場場合合
をを考考ええ、、備備蓄蓄ななどどにによよるる自自
宅宅ででのの避避難難生生活活のの準準備備

取取組組のの方方向向性性

・想定最大規模の洪水、高潮
により居住誘導区域の一部
で３日以上の浸水が継続す
る可能性

現現状状

課課題題③③災災害害時時ににおおけけるる高高齢齢者者ななどどのの要要配配慮慮者者へへのの対対応応

・・地地域域ごごととのの避避難難対対策策のの検検討討
・・避避難難行行動動をを促促すす地地域域ココミミュュ
ニニテティィのの強強化化

・・早早期期のの避避難難行行動動ななどど、、事事前前
のの避避難難対対策策のの検検討討

取取組組のの方方向向性性

・計画規模及び想定最大規模
の洪水、高潮により高齢者
や要配慮者が住む家や施設
の立地する地域が浸水のお
それ

現現状状

課課題題④④２２階階以以上上へへのの垂垂直直避避難難がが困困難難ととななるる地地域域へへのの対対応応

・・２２階階建建てて住住宅宅にに住住むむ市市民民なな
どどのの事事前前のの水水平平避避難難

・・水水平平避避難難ががででききなないい場場合合、、
近近隣隣のの浸浸水水想想定定ががさされれてていい
なないい建建物物ななどどへへのの垂垂直直避避難難

取取組組のの方方向向性性

・居住誘導区域の一部におい
て、木曽川の洪水により垂
直避難が困難な3.0ｍ以上
の浸水のおそれ

現現状状

洪水浸水継続時間

（想定最大規模・木曽川）

高潮浸水深×要配慮者利用施設

（想定最大規模）

洪水浸水深（計画規模・木曽川）

⓬



⓭

課課題題⑤⑤河河岸岸浸浸食食やや氾氾濫濫流流にによよるる被被害害がが想想定定さされれるる
住住宅宅へへのの対対応応

・・家家屋屋倒倒壊壊等等氾氾濫濫想想定定区区域域でで
のの建建物物内内避避難難はは危危険険ででああるる
たためめ、、災災害害情情報報をを収収集集しし事事
前前にに水水平平避避難難

取取組組のの方方向向性性

・居住誘導区域西部において、
木曽川の氾濫流による家屋
倒壊等氾濫想定区域に住宅
が多く立地

・河川沿岸の居住誘導区域に
おいて、河岸浸食による家
屋倒壊等氾濫想定区域に住
宅が多く立地

現現状状

課課題題⑥⑥南南海海トトララフフ地地震震にによよるる市市全全域域ででのの揺揺れれやや
液液状状化化へへのの対対応応

・・建建物物やや避避難難所所ととななるる施施設設のの
耐耐震震化化ななどどのの対対策策

・・避避難難経経路路のの確確保保

取取組組のの方方向向性性

・地震発生時に市のほぼ全域
で震度６弱、一部で震度６
強の予想

・この地震により市内のほぼ
全域で液状化が懸念

現現状状

洪水家屋倒壊等氾濫想定区域

（想定最大規模・木曽川）

震度分布

液状化分布

■防災まちづくりの考え方

本市においては、木曽川の想定最大規模の洪水により市全域の浸水が想定されており、その他河川か

らの洪水や高潮についても広範囲での浸水が想定されています。こうした広範囲の災害により、多くの

市民へ影響が出ることが想定されますが、市民の生命・身体を守ることを第一に、災害リスクを可能な

限り低減するため、ソフト・ハード対策を組み合わせ、都市計画マスタープランに位置づけられた「災

害による被害を最小限に抑え、災害が起きても速やかな復旧・復興が可能な強くしなやかな都市の形

成」を図ります。

【【防防災災指指針針】】防防災災ままちちづづくくりりのの基基本本的的なな方方針針

災害リスクの低減（ソフト）
・避難行動の促進
・地域防災力の強化

災害リスクの低減（ハード）
・災害ハザードの軽減
・災害に強いまちづくり

【【都都市市計計画画ママススタターーププラランン】】都都市市防防災災のの基基本本的的なな方方針針

・大規模自然災害（地震や火災の発生、台風や局地的豪雨などによる河川の氾濫や市街

地の内水氾濫など）による被害を最小限に抑え、被害の迅速な回復を図る「減災」の

考えを防災の基本とし、災害が起きても速やかな復旧･復興が可能な、強くしなやかな

都市の形成を図ります。

＋＋



■災害リスクの低減（ハード）の対策

木曽川の計画規模(低頻度（1/200）)の洪水により、

居住誘導区域の一部で3.0ｍ以上の浸水が想定され、

垂直避難が困難な住宅も多く立地していますが、上

流部での新丸山ダムの建設や河川整備など、流域全

体でのハード対策により、2037年には3.0ｍ以上の浸

水が解消される見込みです。

■取組方針・具体的な取組

取取組組方方針針①①「「情情報報発発信信・・意意識識啓啓発発にによよりり
市市民民一一人人ひひととりりのの避避難難行行動動をを促促進進すするる」」

平常時は市ウェブサイト、SNS、市広報などを活用
した積極的な防災情報の発信やハザードマップの配
布、市民への出前講座の実施などにより市民の防災
意識の啓発を図ります。
災害時には、迅速・確実に災害情報が伝達できる

よう、情報伝達手段の多様化を推進し、市民一人ひ
とりの避難行動を促します。

具体的な取組
○地域・住民の防災力向上
○防災教育の推進
○災害リスク情報の発信・周知

取取組組方方針針②②「「防防災災体体制制のの強強化化をを図図りり、、
地地域域防防災災力力をを高高めめるる」」

自主防災組織の設置を推進し、防災訓練や防災計
画の作成などの支援を行うことで、防災体制の強化
を図り、地域防災力を高めます。
市全域で想定される浸水や地震による揺れ・液状

化に対する広域的な避難行動について、他自治体や
関係機関との連携を検討します。

具体的な取組
○地域防災力の強化、組織運営などの支援
○広域避難・他機関との相互協力の推進
○個別避難計画の作成
○要配慮者への災害対策の強化
○事前復興まちづくり計画策定の検討

■災害リスクの低減（ソフト）による避難対策

平常時から、ハザードマップの周知やメール配

信による情報発信・避難訓練に取り組み、災害時

に浸水が想定されない市外への広域避難を検討す

るなど、市民が適切な避難行動を取ることができ

るよう、ソフト対策を推進します。

広広域域避避難難のの
イイメメーージジ

取取組組方方針針③③「「河河川川整整備備ななどどにによよりり、、
浸浸水水ななどどのの災災害害ハハザザーードドををででききるるだだけけ減減ららすす」」

計画規模以下の洪水による浸水が広範囲で想定さ
れていますが、堤防の整備や強化、河道改修などの
河川整備や排水施設・雨水貯留施設の整備により、
中高頻度で発生する計画規模以下の洪水の災害ハ
ザードの軽減を目指します。

具体的な取組
○河川整備計画・流域治水プロジェクトの推進
○無秩序な開発の抑制、農地の保全
○農地や農業水利施設などの保全管理と体制整備
○河川への雨水流出の抑制

取取組組方方針針④④「「建建物物ややイインンフフララのの整整備備・・強強化化にによよりり
災災害害ハハザザーードドにに強強いいままちちづづくくりりをを進進めめるる」」

想定最大規模の災害ハザードや地震・液状化の発
生を防ぐことは不可能なことを踏まえて、住宅やイ
ンフラの耐水性の強化・耐震化などにより、災害ハ
ザードに強いまちづくりを推進します。

具体的な取組
○住宅・建築物などの整備推進
○優良建築物等整備事業の活用
○緊急輸送道路などの災害対策の推進
○防災機能を有する都市基盤の整備
○火災に強いまちづくりの推進
○ライフラインの整備・強化

防災まちづくりの考え方を踏まえて、災害リスクに対する取組方針及び具体的な取組をソフト対策、

ハード対策に分類し、整理します。

災害リスクの低減(ソフト)

注)本市で想定される最大規模の災害ハザードである木曽川の洪水を表示

災害リスクの低減(ハード)

⓮

【【現現況況】】

浸浸水水深深33..00ｍｍ以以上上のの浸浸水水範範囲囲

【【中中長長期期整整備備後後22003377年年度度
（（令令和和1199年年度度））末末】】

注)本市で想定される最大規模の災害ハザードである木曽川の洪水を表示
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計画の評価
■目標値の設定

本計画の達成状況を評価、分析するための指標及び目標値を以下のとおり設定します。
また、2019年（令和元年）の計画策定から概ね５年経過したため、中間評価として各指標の現況値を

把握し、計画の効果検証を行いました。

評評価価指指標標

ああんんししんん・・防防災災ねねっっととのの登登録録件件数数
及及びび一一宮宮市市防防災災情情報報公公式式XX（（旧旧TTwwiitttteerr））

フフォォロロワワーー数数
居居住住誘誘導導区区域域内内のの人人口口密密度度指指 標標

避難情報の早期伝達
居住誘導区域内における

人口密度の維持
期期待待さされれるる

効効 果果

○現状値からの増加○現状の人口密度の維持

現現況況値値
及及びび
目目標標値値

ー

2020年では居住誘導区域内の人口密度は66人/haに上昇した。

→→策策定定当当初初のの人人口口密密度度よよりり上上昇昇ししてていいるる状状況況ででああるるここととかか
らら、、計計画画をを見見直直すす必必要要性性はは高高くくなないいととししたた。。今今後後もも居居住住誘誘
導導区区域域内内のの人人口口密密度度をを維維持持すするるたためめのの取取組組みみをを継継続続すするる。。

中中間間評評価価
((22002233年年度度実実施施))

『第7次一宮市総合計画後期基本計画』
○毎年評価結果を公表

『国勢調査500ｍメッシュ』
○居住誘導区域内外をまたぐメッシュは、区域内外に立地
する建物棟数の割合により按分

出出 典典
((計計測測方方法法))

現 況 値(2015)：61人/ha
中中間間目目標標((22003300))：：6611人人//hhaa
最最終終目目標標((22004400))：：6611人人//hhaa

現 況 値(2022)：17,700人
中中間間目目標標((22003300))：：2200,,770000人人
最最終終目目標標((22004400))：： －－

効効果果指指標標

都都市市機機能能誘誘導導区区域域内内のの平平均均地地価価
市市内内ののババススやや鉄鉄道道ななどどのの公公共共交交通通網網がが

充充実実ししてていいるるとと思思うう人人のの割割合合
指指 標標

都市機能の誘導による
利便性の維持・向上

公共交通の利便性維持・充実
期期待待さされれるる

効効 果果

○平均地価の維持○利便性の高い持続可能な公共交通ネットワー
クを整備

現現況況値値
及及びび
目目標標値値

ー

2020年(目標値36.6％⇒現況値40.3％）、2021年(目標値
37.0％⇒現況値38.8％）と目標値を上回っていたものの、
2022年は(目標値37.4％⇒現況値36.3％）目標値を下回った。

→→新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症のの影影響響にによよりり公公共共交交通通のの利利用用
がが減減少少しし、、公公共共交交通通をを利利用用ししてていいなないいたためめ判判断断ででききずず「「わわ
かかららなないい」」とと回回答答ししたた方方がが増増加加ししたたとと思思わわれれるる。。感感染染症症のの
影影響響がが収収束束傾傾向向ででああるるここととかからら、、計計画画のの見見直直ししはは行行わわずず公公
共共交交通通利利用用のの促促進進やや周周知知ににつつななががるる取取組組みみをを継継続続すするる。。

中中間間評評価価
((22002233年年度度実実施施))

『地価公示データ』
○毎年１月１日時点における価格を公示

『市民の体感指標アンケート』
○毎年４月に実施

出出 典典
((計計測測方方法法))

現 況 値(2019)：36.2％
中中間間目目標標((22003300))：：3377..44％％
最最終終目目標標((22004400))：：3377..44％％

現 況 値(2023年度)：165,142円/㎡
中中間間目目標標((22003300年年度度))：：116655,,114422円円//㎡㎡
最最終終目目標標((22004400年年度度))：：116655,,114422円円//㎡㎡

効効果果指指標標

自自宅宅以以外外へへのの避避難難にに備備ええてて
対対策策ををししてていいるる市市民民のの割割合合

指指 標標

市民の防災意識の向上
期期待待さされれるる

効効 果果

○現状値からの増加
現現況況値値
及及びび
目目標標値値

『避難に対する意識についての市政アンケート』
○2024年実施

出出 典典
((計計測測方方法法))

現現 況況 値値((22002244))：：6633..33％％
中中間間目目標標((22003300))：：
最最終終目目標標((22004400))：：



計画の評価

■進捗管理

年次 … 令和2年
（2020年）

令和12年
（2030年）

令和22年
（2040年） …

⼀宮市
⽴地適正化計画

H31
★
策定

★中間⽬標
(必要に応じて
⾒直し・改定)

R22
★最終⽬標
改定(予定)

参考：上位関連計画
⼀宮市総合計画 H30

★
策定

R10
★
策定
(予定)

R20
★
策定
(予定)

尾張都市計画区域
マスタープラン

基準年
H30

⽬標年次
令和12年

⼀宮市都市計画
マスタープラン ★

計画改定
★
計画改定(予定)

★
計画改定(予定)

第7次総合計画 基本構想 第8次総合計画 基本構想 第9次総合計画 基本構想
前期5年 後期5年 前期5年 後期5年前期5年 後期5年

概ね５年ごとに評価効果検証

本計画の推進にあたっては、PDCAサイクルにより、概ね５年ごとに効果検証を行いながら、必要に応
じて見直し・改定を行います。
また、上位関連計画の構想期間や見直しのタイミングなども考慮し、整合をとりながら取り組んでい

きます。

Do

CheckAction

Plan
Plan（計画）
▶課題の抽出
▶計画策定

Action（改善）
▶課題の再抽出
▶計画の⾒直し

Do（実施）
▶取組みの実施
▶取組みの進捗管理

Check（評価）
▶取組みの評価・
効果検証

【進捗管理スケジュール】

⓰

【ＰＤＣＡサイクル】
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